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本計画は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64

号。以下「法」という｡)第15条に基づき、島田市長、島田市議会議長、島田市教育委

員会、島田市選挙管理委員会、島田市監査委員、島田市農業委員会が策定する特定事

業主行動計画です。 

計画策定に当たっては、女性職員が活躍するために必要な能力等を習得できる環

境を整備することを通じ、全ての職員が島田市の発展のために充実した職業生活を送

ることができる職場づくりを目指すことを基本理念としています。 

 

 

 Ⅰ 対象職員  
 

  本計画の対象職員は、島田市長が採用した次に掲げる事務部局の職員（会計年度

任用職員及び派遣職員を含む）とする。 

 ・市長部局職員（看護専門学校職員及び一部事務組合事務局併任職員を含む｡) 

 ・議会事務局職員 

 ・教育委員会職員 

 ・監査委員事務局職員 

 ・農業委員会職員 

 ・水道企業職員 

 ・下水道企業職員 

 ・市立総合医療センター出向職員 

 

 

 Ⅱ 計画期間  
  

 本計画は、令和３年４月１日から令和８年３月31日までの５年間とする。 

 

 

 Ⅲ 女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等  
 

  島田市では、関係部局の職員を招集し、組織全体で継続的に女性職員が活躍でき

る環境整備を推進するために必要な事項を協議する。協議結果のうち、本計画の

変更、取組の実施状況等、重要な事項については、協議事項又は報告事項として

部長会議に資料等を提出し、その内容を全庁に周知するものとする。 

 

 

 Ⅳ 状況の把握及び課題の分析  
 

  島田市では、平成17年度からの集中改革プラン等の影響を受け、短期間に急激に

職員数が減少した。又、この間、新規の採用職員を抑制したことから、全職員に

占める30歳代後半から40歳代前半の職員数の割合が極端に少ない状況に陥ってい

る。このことは、一定の知識と経験を備え、上司を補佐し、後輩を指導する立場
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の人材が不足していることを意味しており、職員相互に支え合い、職務遂行を通

じて共に成長していくことが困難な環境につながっていると言わざるを得ない。 

  こうした状況を改善するため、定員管理計画に基づき、職員の年齢バランスの是

正を図っているところであるが、少数世代の職員が管理的地位に就く時期まで

に、その次の世代を育成し、ＯＪＴが機能する持続可能な行政組織を再構築しな

ければ、女性が活躍できる職場環境を実現することもできないと考える。 

  今、島田市は、まさに母なる大地に種を蒔くように、市の将来を担う人材に知識

と経験と知恵を蓄えさせる時であると言える。 

  女性活躍という立場としては、上述のとおりであるが、島田市ではＬＧＢＴ等い

わゆる性的マイノリティとされている人達が自分らしく活躍できる職場づくりに

視点を移している。 

 

 

 Ⅴ 女性職員の活躍に向けた数値目標   
  

１ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

 
女性職員 

の割合 

（参考） 

全体数 
うち 

女性職員数 

実績 
（令和２年度） 

23.9％ 234人 56人 

目標 
（令和８年度） 

24.6％ 234人 58人 

 
 
 

 
女性職員 

の割合 

（参考） 

全体数 
うち 

女性職員数 

実績 
（平成26年度） 

16.1％ 199人 32人 

目標 
（令和２年度） 

24.6％ 199人 49人 

 

 

 ２ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び平均取得日数 

  (1) 男性職員の配偶者出産休暇取得率及び平均取得日数 

 配偶者出産 

休暇取得率 

平均 

取得日数 

実績 
（令和２年度） 

64.3％ 1.7日 

目標 
（令和８年度） 

100％ 2.0日 

 
 

≪参考：第１期の数値目標等≫ 
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 配偶者出産 

休暇取得率 

平均 

取得日数 

実績 

（平成26年度） 
36.4％ 0.5日 

目標 

（令和２年度） 
100％ 2.0日 

 
 

(2) 男性職員の育児参加のための休暇取得率及び平均取得日数 

 育児参加 

休暇取得率 

平均 

取得日数 

実績 
（令和２年度） 

71.4％ 3.7日 

目標 
（令和８年度） 

100％ 5.0日 

 

 

 育児参加 

休暇取得率 

平均 

取得日数 

実績 

（平成26年度） 
18.2％ 0.6日 

目標 

（令和２年度） 
100％ 5.0日 

 

 

 

 

 Ⅵ 女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組  
 

 １ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合を向上させるための取組 

管理的地位において求められる知識及び経験を習得させるため、職種にとら

われず、多様な部門への職員配置を行う。 

 

 ２ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び平均取得日 

数を向上させるための取組 

  (1) 休暇取得のモデルを提案しつつ制度の周知を図る。 

  (2) 出産を予定している配偶者を持つ男性職員の把握に努め、当該職員及びその

所属長に必要な情報を提供していく。 

≪参考：第１期の数値目標等≫ 

≪参考：第１期の数値目標等≫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


